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(57)【要約】
【課題】
より少ない照射光の量あるいは強度であっても、光強度を均一かつ充分なものとすること
のでき、またメンテナンスも容易となる構造を有する紫外線照射装置、それを備えたベル
ト重合機、より具体的には当該ベルト重合機を使用して水溶性重合体を製造する方法を提
供する。
【解決手段】
可動式ベルト基材上に供給されてなる、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し、連
続的に重合を行うために使用する紫外線照射装置であって、上記紫外線照射装置は、ベル
ト基材上に天井板及び側板を備え、該天井板にベルト基材面を照射する向きに紫外線発生
器が取り付けられ、該天井板及び側板がそれらの内面で紫外線を反射する材料で構成され
、更に、紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室と重合用溶液が供給され展開される
重合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造を有し、該防護用ガラスが、側面
から装着及び脱着できるように複数枚に分割して設置されている紫外線照射装置である。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可動式ベルト基材上に供給されてなる、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し、連
続的に重合を行うために使用する紫外線照射装置であって、
該紫外線照射装置は、ベルト基材上に天井板及び側板を備え、該天井板にベルト基材面を
照射する向きに紫外線発生器が取り付けられ、該天井板及び側板がそれらの内面で紫外線
を反射する材料で構成され、
更に、紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室と重合用溶液が供給され展開される重
合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造を有し、該防護用ガラスが、側面か
ら装着及び脱着できるように複数枚に分割して設置されている
ことを特徴とする紫外線照射装置。
【請求項２】
前記防護用ガラスは、その近紫外線透過率が７０～９０％であることを特徴とする請求項
１に記載の紫外線照射装置。
【請求項３】
前記紫外線発生器は、近紫外線発生器であることを特徴とする請求項１又は２に記載の紫
外線照射装置。
【請求項４】
前記紫外線照射装置は、重合室がガス入口及びガス出口を備えることにより、ガスをガス
入口から重合室内に入れ、ガス出口から重合室外に出す構造を有することを特徴とする請
求項１～３のいずれかに記載の紫外線照射装置。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の紫外線照射装置を備えたことを特徴とするベルト重合機
。
【請求項６】
請求項５に記載のベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し、
連続的に重合を行う工程を含むことを特徴とする水溶性重合体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、紫外線照射装置、それを備えたベルト重合機、及び、該ベルト重合機を用いた
水溶性重合体の製造方法に関する。より詳しくは、増粘剤や凝集剤として優れた機能を発
揮し、各種工業製品の原料等、各種分野で用いることができる水溶性重合体の製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
水溶性重合体は、増粘剤、粘着剤、凝集剤、吸湿剤、乾燥剤等としての優れた基本性能を
有し、掘削土処理剤や湿布薬・パップ剤用添加剤、浚渫土処理剤等の他、医薬、塗料、製
紙、洗剤や化粧品、水処理、繊維処理、土木建築や農・園芸、接着剤、窯業、製造プロセ
ス、その他の分野において多岐にわたって使用されている。当該水溶性重合体を含む水溶
液の溶液粘度や当該重合体の分子量がより高いもの、あるいは、当該重合体中に残留する
単量体の量などにおいてより高品質のものは、例えば、増粘剤、めん類のほぐれ促進剤や
豚の胃潰瘍防止剤用等の様に、食品用添加剤や飼料用添加剤として用いられている。
【０００３】
水溶性重合体の製造方法としては、ベルト重合機のベルト基材上に重合性単量体を展開し
て光を照射し、光重合させて重合体を得る製造方法が好適に用いられているが、このよう
な製造方法においては、均一かつ充分な光量の光照射とすることができない場合がある。
そこで、より均一かつ充分な光量で光照射するための方法として、種々の手段が報告され
ている。
例えば、光源と単量体混合物の水溶液の間に、波長３３０～３７０ｎｍの範囲の紫外線を
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用い透過率が８０％以上の光透過性材料を介在させて光照射するポリ（メタ）アクリル酸
部分中和塩の製造方法（例えば、特許文献１（特開２００８－３７９６６号公報）参照）
が開示されている。水に対する溶解性や分散性に優れた（メタ）アクリル酸部分中和物及
びその製造方法を提供することができるとされている。
【０００４】
また、光透過性の材質部分を有する気密室と可動式ベルトとを有する光重合装置を用いて
、気密室内の気相中の酸素等が特定濃度以下でアクリル系重合体ゲルを連続的に光重合で
製造する方法（例えば、特許文献２（特開平１－１３８２１０号公報）参照）が開示され
ている。この方法では、重合性単量体組成物が光重合開始後、流動性が低下しゲルになっ
た後に合成樹脂フィルムで挟み込み、さらに光重合を継続し、重合後製造されたゲルから
当該フィルムを剥離させる手法により単量体溶液の重合によって生起する急激な反応、そ
れに伴う突沸状態を防止しうること等が記載されている。
【０００５】
また、同様にフィルムで原料単量体を挟み込みながら光重合する方法として、可動担持体
上で光照射下に重合を行う方法において、金属製可動担持体の進行方法に沿った両端に一
定の高さの可撓性帯状の堰を設け；この２つの堰の上面の間を光透過性フィルムで覆い；
金属性担持体と２本の堰とフィルムで形成される空間を単量体溶液で充して、フィルム上
面より光照射を行う水溶性ビニル単量体の連続光重合方法（例えば、特許文献３（特開昭
６１－２２１２０２号公報）参照）が開示されている。また、特定割合の水溶性ビニル化
合物とその他の共重合可能なビニル化合物からなるビニル化合物、親水性媒体および光重
合開始剤を光透過性の合成樹脂製容器中で光重合させることからなる含水重合体ゲルの製
造方法（例えば、特許文献４（特開昭６２－１８５７０２号公報）参照）が開示されてい
る。
【０００６】
一方、これら光ベルト重合における重合条件あるいは重合室の構造が開示される文献とし
ては、重合を開始させたビニル系単量体水溶液表面から揮散する水蒸気を排除する水溶性
重合体の製造方法（例えば、特許文献５（特開２００３－８２０１３号公報）参照）が開
示され、水蒸気の排除は、ビニル系単量体水溶液又は重合体水溶液の上方向に勾配を設け
て配設した光透過性を有する板の表面に凝縮させることにより行うこと、ビニル系単量体
水溶液又は重合体水溶液の表面に沿って流れる不活性ガスに同伴させることにより行うこ
とが記載されている。また、ビニル系単量体水溶液表面から揮散する水蒸気を気密室の傾
斜した上面で凝集させて樋内に落下させ、排出口から外部に排出することにより排除する
親水性重合体の製造方法（例えば、特許文献６（特許第４０１６９４７号明細書）参照）
が開示されている。
【特許文献１】特開２００８－３７９６６号公報（第２、１７頁等）
【特許文献２】特開平１－１３８２１０号公報（第１、５、６頁等）
【特許文献３】特開昭６１－２２１２０２号公報（第１、７頁等）
【特許文献４】特開昭６２－１８５７０２号公報（第１、２頁等）
【特許文献５】特開２００３－８２０１３号公報（第２、７頁等）
【特許文献６】特許第４０１６９４７号明細書（第２、４頁等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、このように光ベルト重合方法を開示する従来技術にあっては、フィルムで
当該重合体ゲルを挟んで光重合する方法や、照射する光の量を制御することや光重合諸条
件などの開示はあるが、より効率よく、より均一に光を照射することのできる重合室の構
造や紫外線照射装置の構造自体に関する具体的な手法は開示されていない。
本発明は、より少ない照射光の量あるいは強度であっても、光強度を均一かつ充分なもの
とすることのでき、またメンテナンスも容易となる構造を有する紫外線照射装置、それを
備えたベルト重合機、より具体的には当該ベルト重合機を使用して水溶性重合体を製造す
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る方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
すなわち本発明は、可動式ベルト基材上に供給されてなる、重合性単量体を含む重合用溶
液に光を照射し、連続的に重合を行うために使用する紫外線照射装置であって、上記紫外
線照射装置は、ベルト基材上に天井板及び側板を備え、該天井板にベルト基材面を照射す
る向きに紫外線発生器が取り付けられ、該天井板及び側板がそれらの内面で紫外線を反射
する材料で構成され、更に、紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室と重合用溶液が
供給され展開される重合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造を有し、該防
護用ガラスが、側面から装着及び脱着できるように複数枚に分割して設置されている紫外
線照射装置である。
本発明はまた、上記紫外線照射装置を備えたベルト重合機でもある。
本発明は更に、上記ベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し
、連続的に重合を行う工程を含む水溶性重合体の製造方法でもある。
なお、本明細書中、可動式ベルト基材を単にベルト基材ともいう。
【０００９】
本発明の紫外線照射装置構成を採用することで、より少ない強度の紫外線であってもムダ
なく紫外線発生器設置室内面、あるいは重合室内面において、ベルト基材面に向けて反射
させることができ、ベルト基材上に展開された重合用溶液へより均一にその光を導くこと
ができる。
また、紫外線発生器設置室と、重合用溶液が供給され展開される重合室とが区別されるよ
うに防護用ガラスで仕切られた構造であるので、重合用溶液から発生する揮発性物質など
が紫外線発生器設置室内に入り込まなくなり、紫外線発生器の漏電や腐食を防止できる。
また、本発明の形態であると、容易に防護用ガラスが交換、取り外して洗浄できるので、
ガラス面の汚染を容易に取り除くことができ、ガラス表面の汚染による、光強度の低下や
不均一化を防止することができる。つまり、重合時の重合用溶液の飛沫などによって発生
するガラス面の汚染を容易に洗浄することができ、当該汚染により光強度が低下すること
や光量が不均一になることを防止できる。その結果、より強度の低い光照射条件であって
も安定な光重合条件を確保することができるので、原料の単量体が残存することを防止で
きるのである。
以下に本発明を詳述する。
【００１０】
先ず、本発明の紫外線照射装置は、ベルト基材上に天井板及び側板を備え、該天井板にベ
ルト基材面を照射する向きに紫外線発生器が取り付けられ、該天井板及び側板がそれらの
内面で紫外線を反射する材料で構成されている。
これにより、紫外線発生器から天井板の内面及び側板の内面に照射される光が乱反射され
て重合用溶液側に照射されることになり、重合用溶液に対して照射される光強度をより均
一かつ充分なものとすることが可能となる。これによって、品質が一定で残留単量体含量
の少ない高品質の水溶性重合体を効率よく製造することが可能となるところに本願発明の
重要な技術的意義がある。
【００１１】
本発明の紫外線照射装置は、更に、紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室と重合用
溶液が供給され展開される重合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造を有し
、該防護用ガラスが、側面から装着及び脱着できるように複数枚に分割して設置されてい
る。
このように紫外線発生器設置室と重合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造
を有し、また上述したように天井板及び側板を備えるために、揮発性物質が、重合室から
隣接して設置された紫外線発生器設置室内に基本的に入り込まないものとすることができ
る。あわせて紫外線照射装置の外側から紫外線発生器設置室内にも基本的に入り込まない
ものとすることができる。その結果、紫外線発生器が揮発性物質に接触して漏電や腐食が
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生じることを防ぐことができる。
また、本発明の紫外線照射装置は、紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室が、天井
板および側板により明確に区切られているので、紫外線発生器への揮発性物質の影響をよ
り少なくすることができ、電気回路を含め、紫外線発生器の漏電や腐食が生じることを好
ましく防止することができるのである。
また原料の重合性単量体の種類によっては、アクリルアミド等の毒性の高い重合性単量体
や、（メタ）アクリレート等の揮発性の高い重合性単量体もあるが、本発明の紫外線照射
装置は、そういった重合性単量体を扱うときにも有効となる。
更に、防護用ガラスが汚染した時に洗浄するために、側面から防護用ガラスを容易に装着
及び脱着することができる。そのために、本発明が採用する特定の構造である紫外線照射
装置は、長期にわたって当該水溶性重合体の製造に使用しても、防護用ガラスの汚染によ
り光強度が弱くなることや、ベルト面の光量が不均一化するために残留単量体含量が増え
ることを防止することができる。これにより、残留単量体含量が低減された高品質の水溶
性重合体を光ベルト重合方法にてより安定に製造することが可能となる。なお、例えば当
該防護用ガラスがより大きな一枚のガラスにより構成される場合は、ガラスを脱着するた
めにガラスを吊り上げる工程等が必要となり、更には吊り上げたガラスが装置等に当たっ
てガラスが破損するおそれがある。また、大きなガラスの自重により割れなども生じる可
能性がある。この場合、厚みなどでガラスの強度を確保すると自重がさらに増加すること
になる。よって、洗浄目的のガラス脱着工程が煩雑となり、また安全でないものとなる。
また、大きなガラスの場合、ひずみやゆがみや反りが生じる結果、ガラスと紫外線発生器
設置室との間にすき間ができ、結果的に重合室から揮発性物質が入り込んで紫外線発生器
に漏電や腐食が生じるおそれがある。
また本発明のガラスは、防護用ガラスまたは蒸気防護用ガラスと表現する場合もある。好
ましくは、揮発性物質や蒸気の防護用ガラスである。
【００１２】
例えば、従来開示されるベルト重合機に設置される紫外線照射装置にあっては、その装置
内面などが紫外線を反射する材料で構成されていない場合や、特に、天井板および側板の
ベルト基材側の内面が紫外線を反射できるような材料で構成されていない場合、ベルト上
に展開される重合用溶液面に照射される紫外線光量をより均一に、より十分な強度にする
ために、紫外線照射器のワット数や、消費される電力を高めたり、紫外線照射器の数を多
くする必要があった。そのために、光照射量の制御が難しくなり、突沸等の異常重合反応
が起こりやすくなっていた。つまり光重合の制御が困難になる場合が多かったのである。
本発明では、その紫外線照射装置の内面、特に天井板および側板のベルト基材側の内面が
紫外線を反射できるような材料で構成されているために、より少ない紫外線の量でも十分
な光量を照射することができるようになり、光重合の制御がより簡便になったのであり光
重合工程の安定化が達成できたのである。
当該ガラスが、大きい１枚もののガラスで容易に装着および脱着できない場合、上で説明
したように、頻繁には取り外して洗浄することが困難となり、従って汚染された状態で光
を透過させつつ重合が行われることになる。その場合、上記したように、紫外線発生器側
の制御で光量や光の強度を調整する方策しかないのが実情であった。また具体的には以下
のような問題点もあった。すなわち、光量が低くなると重合の速度が低下する。従って、
生産性が低下するものである。光量の低下を補うため、照射強度を上げると、消費電力代
が高額化する。また、重合用溶液に対する照射光の強度が不均一になってしまうと、ベル
ト基材上の重合体含水ゲルの品質がばらつき、好ましくない。
【００１３】
上記防護用ガラスが、複数枚に分割して設置されている場合には、防護用ガラスによって
紫外線照射装置中で照射される紫外線の光量を調整することもできる。例えば、重合開始
時と重合終了時とで照射される紫外線の光量を変更するような場合に、重合開始時と重合
終了時とでＵＶ透過率の異なる防護用ガラスを設置することにより、容易に光量を調整す
ることができる。このような効果も、防護用ガラスが複数枚に分割されていることにより
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得ることができる。
【００１４】
上記防護用ガラスは、複数枚に分割されたガラスが桟の上に載っている形態が好ましい。
上記「ガラスが桟の上に載っている形態」とは、ガラスがネジ等の固定具によって桟に固
定されておらず、桟の上に載っていることを意味する。上記桟は、ベルト基材の進行方向
に対して横断する向きに紫外線照射装置中に架設されているものが好ましい。すなわち、
桟により防護用ガラスが分割されている形態が本発明の紫外線照射装置又はベルト重合機
の好ましい形態である（例えば、図１、２、３参照）。これにより、洗浄目的等で更に容
易に防護用ガラスを側面から装着及び脱着することができる。
なお、複数枚に分割されたガラスが桟の上に載っているだけの形態となっているのは、例
えばネジ等の固定具を用いてガラスを固定すると、固定具が落ちて重合用溶液中に入って
しまい、結果として製品中にも入ってしまうおそれがあるためである。また、洗浄目的等
でのガラス取り替え時の利便性のためである。
【００１５】
上記「ベルト基材上に天井板及び側板を備え」とは、本発明の技術分野において紫外線照
射装置の上面部及び側面部が外部から仕切られていると認められる構造であればよい。
ベルト基材上に天井板及び側板を備えている形態とは、具体的には、本発明の紫外線照射
装置が、ベルト基材を覆うような構造であり、好ましい構造の一つである。また、側板は
ベルト基材の端部付近に略垂直に設置され、当該天井板は側板に支えられている形態が、
本発明の紫外線照射装置の好ましい形態である。
なお、本発明の紫外線照射装置は、ベルト基材上に設置した場合に上述した形態となるも
のであり、図１に示した紫外線照射装置は本発明の紫外線照射装置の好ましい形態である
。すなわち、図２に示すように当該紫外線照射装置をベルト基材２－１６上に設置した場
合、本発明の紫外線照射装置がベルト基材２－１６を覆うような構造であり、このような
構造は好ましい実施形態の１つである。また、側板２－１２がベルト基材２－１６の端部
付近に略垂直に設置され、当該天井板２－１１が側板２－１２に支えられている形態は、
本発明の好ましい形態の１つである。
上記「天井板にベルト基材面を照射する向きに紫外線発生器が取り付けられ」とは、上記
天井板の内面に、ベルト基材方向に光が照射されるように紫外線発生器が取り付けられて
いることを意味する。
【００１６】
上記「天井板及び側板がそれらの内面で紫外線を反射する材料で構成され」とは、本発明
の技術分野において紫外線照射装置における天井板の内面及び側板の内面で紫外線を反射
する材料で構成されていると認められるものであればよく、言い換えれば、紫外線発生器
設置室の内面が紫外線を反射する材料で構成され、かつ重合室の内面も紫外線を反射する
材料で構成されるものである。上記内面は、天井板及び側板を備える紫外線照射装置にお
ける内部側の面を意味し、当該内面に対して、天井板に取り付けられた紫外線発生器から
光の一部が照射されることになる。
本発明における、紫外線を反射する材料で構成されるという技術範囲には、紫外線が反射
される材質の採用、あるいは紫外線の反射を促す表面処理であれば特に限定されず含むも
のである。例えば、金属以外の材質であっても上記内面が紫外線を反射できる材料で構成
されていればよい。具体的には、紫外線発生器設置室の内面と重合室の内面とが、同一又
は異なって、例えば下記（１）～（３）の形態により構成されたものであってもよい。（
１）通常の金属板単独である形態、（２）通常の金属板単独又はそれ以外のものに、更に
反射フィルムを貼った形態、（３）鏡等である形態。
中でも、上記（１）通常の金属板単独である形態が好ましい。上記金属板は、例えば、内
面をガラスコート処理してもよい。例えば、ＳＵＳ板、アルミニウム板、鉄の板等が挙げ
られ、中でもＳＵＳ板が好ましい。ＳＵＳ板は、例えば通常のＳＵＳを使用することがで
きるが、研磨処理し反射率を高める処理等を実施したものであってもよい。
これにより、上記内面側に照射される光をより充分に反射することができ、重合用溶液に
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照射される光をより均一かつ充分な光量のものとすることができる。
また上記（２）の形態によっても、本発明の効果が同様に発揮されるものである。
更に、上記（３）鏡等である形態によって、反射率を高め、紫外線光を充分に反射するこ
とができる。この場合、紫外線をより均一に、かつ効率よくベルト面、すなわち重合用溶
液に対して反射させることが可能になり好ましい形態となる。
【００１７】
上記「紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室」とは、室内に紫外線発生器が備えら
れ、室外に向けて紫外線を照射することができるものであればよい。
上記「重合用溶液が供給され展開される重合室」とは、ベルト基材とともに重合室を構成
するものであればよい。すなわち、重合室は、ベルト基材を重合室底面とし、該ベルト基
材上に供給され展開される重合用溶液に光を照射することにより連続的に重合が行われる
ものである。
上記「紫外線発生器が備わった紫外線発生器設置室と重合用溶液が供給され展開される重
合室に分かれるように防護用ガラスで仕切られた構造を有し」とは、本発明の技術分野に
おいて紫外線発生器設置室と重合室とに分かれるように防護用ガラスによって仕切られて
いると認められるものであればよい。
なお、防護用ガラスとは、重合用溶液から発生する揮発性物質が紫外線発生器設置室内に
流入することを防ぐためのガラスを意味する。本発明の防護用ガラスは好ましくは、蒸気
及び／又は揮発性物質防護用ガラスである。
【００１８】
上記「防護用ガラスが側面から装着及び脱着できるように」とは、防護用ガラスが紫外線
照射装置の側面から装着及び脱着できるものであればよいが、中でも上記側面がベルト基
材の進行方向の側方側の側面であることが重要である。本発明の紫外線照射装置は、ベル
ト基材上に天井板及び側板を備えるものであるが、当該側板は、ベルト基材の進行方向側
の側板、進行方向に対して右側の側板、左側の側板、進行方向とは逆方向側の側板があり
、それぞれがベルト基材面に対して略垂直となる。
可動式ベルト基材の進行方向の側方側の側面とは、上記ベルト基材の進行方向に対しての
右側の側板又は左側の側板を意味する。例えば、ベルト基材の進行方向に対して右側の側
面の図は、図１の下図に示される面である。防護用ガラスを装着及び脱着するための側面
を当該側方側の側面とすることにより、より容易に防護用ガラスを装着及び脱着すること
が可能となる。具体的には、例えば防護用ガラスがトレイ上に載せられており、該トレイ
を紫外線照射装置におけるベルト基材の進行方向の側方側の側面から引き出すことにより
、防護用ガラスを容易に装着及び脱着することができる。
本発明の紫外線照射装置は、更に、ベルト基材の進行方向の側方側の側面にのぞき窓があ
る形態が、防護用ガラスの汚れ等を視認することができる点で好ましい。また、紫外線発
生器が点灯しているのを確認することができる点でも好ましい。このような防護用ガラス
の上面図及び紫外線照射装置のベルト基材の進行方向の側方側の側面の一例を図３に示す
。
【００１９】
上記「複数枚に分割して設置されている」とは、本発明における防護用ガラスが、ベルト
基材の進行方向に対して横断する方向を境にして複数枚に分割して設置されていることを
意味する。言い換えれば、ベルト基材の進行方向に対して横断する方向に切断されて複数
枚となった形態で分割されていることを意味する。これにより、より容易に防護用ガラス
をベルト基材の進行方向の側方側の側面から装着及び脱着することができる。
上記重合用溶液は、本明細書中、被重合溶液ともいう。
本発明の紫外線照射装置を備えたベルト重合機の一例を図２に示す。
【００２０】
以下に、上記重合室の好ましい形態について先ず説明し、次いで、紫外線発生器設置室の
好ましい形態について説明する。
上記重合室は、紫外線照射装置の外部との間にガスの出入りがある構造を有することが好
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ましい。例えば、本発明の紫外線照射装置における、重合室がガス入口及びガス出口を備
えることにより、ガスをガス入口から重合室内に入れ、ガス出口から重合室外に出す構造
を有する形態が好ましい。従って、ガスは、本発明の紫外線照射装置の外から重合室内に
入り、重合室から再び紫外線照射装置の外に排出されることになる（例えば、図１参照）
。このとき、重合室内の揮発性物質あるいは蒸気は、当該ガスに随伴あるいは搬送され、
紫外線照射装置の外に排出されることは本発明のより好ましい形態である。これにより、
より効率よく、本発明の紫外線発生器設置室内に、揮発性物質あるいは蒸気が入り込みに
くくなる。これにより、当該ガスとともに重合用溶液から発生する揮発性物質を紫外線照
射装置外に排出することができるので、光量を充分なものとすることができる。また光量
の分布も均一なものとすることができる。
上記ガスは、例えば空気等であってもよいが、不活性ガスであることが好ましい。不活性
ガスとは、有機反応において一般に不活性ガスとされるものであればよく、例えば窒素、
アルゴン等が挙げられるが、安価である点で窒素が好ましい。
【００２１】
また、上記紫外線発生器設置室は、紫外線照射装置の外部との間にガスの出入りがある構
造を有するものであってもよい。
本発明の紫外線照射装置が、紫外線発生器設置室がガス入口及びガス出口を備えることに
より、ガスをガス入口から紫外線発生器設置室内に入れ、ガス出口から紫外線発生器設置
室外に出す構造を有するものとすることができる。
ここで、ガスは、本発明の紫外線照射装置の外から紫外線発生器設置室内に入り、紫外線
発生器設置室から再び紫外線照射装置の外に排出されることになる（例えば、図１参照）
。
【００２２】
又本発明の紫外線照射装置においては、上記紫外線発生器設置室と重合室とを仕切る防護
用ガラスが例えば複数枚に分割されたガラスを桟の上に載せているだけの形態が好ましい
。当該形態においては、揮発性物質は重合室側から紫外線発生器設置室内へ通常入り込ま
ないものである。更に、上記重合室が、紫外線照射装置の外部との間にガスの出入りがあ
る構造を有するものとすることにより、当該ガスとともに重合用溶液から発生する揮発性
物質を紫外線照射装置外に排出することができる。そのために、紫外線発生器の漏電や腐
食を完全に防止することができる。そして、上記紫外線発生器設置室が、紫外線照射装置
の外部との間にガスの出入りがある構造を有するものとすることにより、たとえ例外的に
揮発性物質が紫外線発生器設置室中に存在していたとしても、当該揮発性物質をガスとと
もに紫外線照射装置外に排出することができることになり、本発明の効果を確実に発揮す
ることができる。
また必要に応じ、上記の桟と防護用ガラスとの間に、シリコン樹脂やフッ素樹脂や耐腐食
性のゴムのパッキンやシール材を設置することもできる。
【００２３】
また、本発明の紫外線照射装置は、紫外線発生器設置室内がガスで加圧されている形態で
あってもよい。このような形態とすることにより、重合室から紫外線発生器設置室内へ揮
発性物質が入り込むことがないものとなり、本発明の効果をより充分に発揮できる。
【００２４】
上記「紫外線発生器設置室内がガスで加圧されている」形態は、紫外線発生器設置室内に
ガスを封入後、圧を保つ形態、すなわち紫外線発生器設置室内が加圧されているだけでガ
スの出入りが実質的にない形態であってもよく、紫外線発生器設置室から防護用ガラスを
介して重合室にガスが出ていく形態であってもよい。言い換えれば、紫外線発生器設置室
内がガスで加圧されている形態において、防護用ガラスの微小なすき間より自然に紫外線
発生器設置室から重合室にガスが出ていくこともあり、出ていかないこともあるが、その
いずれの形態であっても重合室から紫外線発生器設置室内へ揮発性物質が入り込むことが
ないものである。これにより、紫外線発生器の漏電や腐食を防止することができる。
【００２５】
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上記「ガスの出入りが実質的にない形態」は、本発明の技術分野において紫外線発生器設
置室内にガスの出入りが実質的になく、該構造内の圧が保たれていると認められるもので
あればよい。例えば、紫外線発生器設置室にガス入口が設けられ、当該入り口からガスを
封入する形態が挙げられる。上記「紫外線発生器設置室から防護用ガラスを介して重合室
にガスが出ていく形態」とは、例えば、紫外線発生器設置室のガス入口からガスが入って
いくとともに、防護用ガラスの微小なすき間からガスが重合室に出ていく形態が挙げられ
る。
【００２６】
上記紫外線発生器設置室内は、ガスで１．００１気圧以上、１．３気圧以下に加圧されて
いることが好ましい。言い換えれば、紫外線発生器設置室内がガスで微加圧されているこ
とが好ましい。１．００１気圧未満であると、紫外線発生器設置室のすき間から揮発性物
質が入り込むおそれがあり、１．３気圧を超えると、防護用ガラスの撓みによって紫外線
発生器設置室にすき間ができ、重合室から揮発性物質が入り込むおそれがある。
上限は、１．２気圧であることがより好ましい。更に好ましくは、１．１気圧である。下
限は、１．００５気圧であることがより好ましい。更に好ましくは、１．０１気圧である
。
上記ガスは、例えば空気等であってもよいが、不活性ガスであることが好ましい。不活性
ガスとしては、有機反応において一般に不活性ガスとされるものであればよく、例えば窒
素、アルゴン等が挙げられるが、安価である点で窒素が好ましい。
【００２７】
上記紫外線発生器設置室としては、その内面で紫外線を反射でき、また、紫外線発生器を
設置できる形状であればよい。例えば、角型、丸型、ドーム型等が挙げられる。
また蛍光灯型の紫外線発生器を設置する場合、設置のしやすさ、設置形態の変更のしやす
さの点で、天井部は平面であることが好ましい。
【００２８】
上記天井板は、分割されていることが好ましい。より好ましくは、天井板上においてベル
ト基材の進行方向に対して横断する方向を境にして複数枚に分割されている形態である。
天井板には紫外線発生器が取り付けられているので、天井板を上部につり上げることによ
り紫外線発生器の交換が容易となる。
【００２９】
本発明の紫外線照射装置における上記紫外線発生器は、調光可能な紫外線発生器であるこ
とが好ましい。尚、調光とは光量を任意に変える行為を意味する。
これにより、紫外線発生器の取り付け工程、取り外し工程を経ることなく、簡便に光照射
強度を重合に好適なものに調整することができる紫外線照射装置とすることができる。
本発明の紫外線照射装置は、ランプ電圧の異なる紫外線発生器を用いたり、紫外線発生器
に反射笠を付けて照射強度を増したり、パンチングメタル等の減光板を設置する等して照
射強度を減少させたり、インバーター制御により照射強度を増減させたりすることにより
、照射強度を変更することも可能である。例えば、紫外線発生器が重合前段部と後段部と
に分けられて配置され、重合前段部に調光可能な蛍光灯型紫外線発生器が設けられた構造
を有する形態、重合後段部に調光が困難な高圧水銀ランプが設けられた構造を有する形態
であってもよい。
【００３０】
上記紫外線発生器としては、例えば発光ダイオードであってもよいが、発光ダイオードは
放射波長幅が狭いという特徴を有するものの、光強度が極めて弱く、その結果、一定の光
量を確保するためには、大量に使用する必要があり、発光ダイオードを工業的生産に適用
した場合は、設備が非常に高価なものとなり、発光ダイオードだけで莫大な費用が必要に
なるため、工業製品を安価に製造するには適さないものである。
上記紫外線発生器が、発光ダイオード以外の紫外線発生器であることが好ましい。より好
ましくは、中紫外線発生器及び／又は近紫外線発生器である。中でも、上記紫外線発生器
が近紫外線発生器であることが本発明の紫外線照射装置における特に好ましい形態である
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。中紫外線の波長範囲は、２８０～３１５ｎｍであり、近紫外線の波長範囲は、３１５～
４００ｎｍである（ＣＩＥ／ＩＣＥ国際照明用語集　第４版による）。
これにより、重合速度が適度なものとなり、重合温度、重合熱の制御がより簡単に行うこ
とができ、特に高分子量ポリアクリル酸ナトリウムのような超高分子量重合体を光ベルト
重合で製造する場合に最適となる。
【００３１】
上記近紫外線発生器としては、例えば、蛍光灯型紫外線発生器、及び、メタルハライドラ
ンプ、高圧ナトリウムランプ、水銀ランプ等のＨＩＤ（ＨＩＧＨ　ＩＮＴＥＮＳＩＴＹ 
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＬＡＭＰＳ）ランプ（高輝度放電ランプともいう）等が好ましく、
これらの１種又は２種以上を用いることができる。中でも、蛍光灯型紫外線発生器が好ま
しい。蛍光灯型紫外線発生器は、電圧を調整可能で光量の制御がしやすく、防護ガラスの
経時的な汚れに対しても、容易に光量の制御を行うことでできる点で好ましい。更には、
設置しやすい、交換しやすい等の点でも利点がある。上記ＨＩＤランプは、蛍光灯型紫外
線発生器に比較して結果として光量分布が大きくなる欠点がある。
【００３２】
本発明の紫外線照射装置は、例えば紫外線発生器が蛍光灯型紫外線発生器である場合、そ
の長軸方向が、ベルト基材の進行方向と垂直方向に配列された構造を有するものであって
もよいし、ベルト基材の進行方向に沿って配列された構造を有するものであってもよい。
【００３３】
本発明の紫外線照射装置は、紫外線発生器が蛍光灯型紫外線発生器である場合、蛍光灯型
紫外線発生器の長軸どうしの間隔が２５ｃｍ以下であることが好ましい。
上記長軸どうしの間隔とは、本明細書中、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向の向きであり
該発生器の中心を通る直線どうしの間隔を意味し、例えば図４における間隔（Ｂ）である
。間隔（Ａ）は、本明細書中、蛍光灯型紫外線発生器の長軸どうしの間隔には該当しない
ものである。
このように蛍光管を密に配置することにより、照射をより充分なものとすることができ、
また光量分布を均一にすることができるため、本発明の効果をより充分に発揮することが
できる。
【００３４】
本発明の紫外線照射装置は、通常紫外線発生器設置室に設置された蛍光灯型紫外線発生器
の設置密度が低い領域と高い領域とを有し、ベルト基材の進行方向側に該高い領域が配置
されていることが好ましい。
これにより、重合後段において、重合用溶液に対して照射される光量を高めることができ
、高品質の水溶性重合体を製造する際に有利となる。
【００３５】
上記設置密度が低い領域と高い領域のベルト基材の進行方向における長さの比は、６０／
４０～９５／５であることが好ましい。より好ましくは、７０／３０～９０／１０であり
、更に好ましくは、７５／２５～８５／１５である。これにより本発明の効果を充分に発
揮することができる。設置密度が低い領域は、一次重合ゾーンともいう。設置密度が高い
領域は、二次重合ゾーンともいう。
【００３６】
本発明の紫外線照射装置は、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向に
沿って配列された構造と当該進行方向と垂直方向に配列された構造とを有するものであっ
てもよい。
例えば、紫外線照射装置において、蛍光灯型紫外線発生器を取り付けられる際に、先ずベ
ルト基材（重合用溶液）上に蛍光灯型紫外線発生器をベルト基材の進行方向に沿って直列
に並べていき、残った蛍光灯型紫外線発生器の長軸長さより短い部分には、蛍光灯型紫外
線発生器の長軸方向がベルト基材の進行方向と垂直方向に配列される形態が挙げられる。
このように蛍光灯型紫外線発生器を配列することにより、光量を充分なものとしながら無
駄な照射光を実質的に防止できる。
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例えば、重合前段部側において蛍光灯型紫外線発生器がベルト基材の進行方向に沿って配
列され、重合前段部側及び重合後段部側の残りのベルト基材部分において蛍光灯型紫外線
発生器がベルト基材の進行方向と垂直方向に配列された構造を有する形態であってもよい
。更に、蛍光灯型紫外線発生器の設置密度が低い領域と高い領域とを有し、ベルト基材の
進行方向側に該高い領域が配置されている形態が好ましい（例えば、図１参照）。
【００３７】
上記近紫外線発生器の波長領域としては、近紫外線発生器から照射される光照射強度の全
体を１００％とすると、分光分布における３００ｎｍ以上、４００ｎｍ以下の部分が７０
％以上であることが好適である。７０％未満であると、３００ｎｍ未満の波長の紫外線を
照射した場合、重合反応が急激化し、残存単量体の量が少ない水溶性重合体が得られない
場合がある。より好ましくは、８０％以上であり、更に好ましくは、９０％以上であり、
特に好ましくは、実質的に１００％である。
【００３８】
なお、本明細書中、紫外線発生器の光照射強度は、ベルト基材上において測定される光照
射強度である。光照射強度は、下記の光量計で測定することができる。
装置：ＵＶメーター
メーカー：株式会社カスタム
型式：本体　ＵＶＡ－３６５
センサー：ＵＶセンサー（スペクトラ応答性 ３００ｎｍ～４００ｎｍ〔３５５ｎｍ中心
ポイント〕）
【００３９】
上記防護用ガラスは、その近紫外線透過率が７０～９０％であることが本発明の紫外線照
射装置における好ましい実施形態である。７０％未満であると、ベルト面における光強度
が充分なものとならず、高品質の水溶性重合体を得ることができないおそれがある。９０
％を超えると、ガラス強度が充分なものとならないおそれがある。透過率が低くなると重
合速度が遅くなり残留単量体も増える傾向がある。
上記上限は、８８％がより好ましい。更に好ましくは、８５％である。上記下限は、７３
％がより好ましい。更に好ましくは、７５％である。特に好ましくは、７８％である。
【００４０】
上記防護用ガラスは、厚みが３～２０ｍｍであることが好ましい。３ｍｍ未満であると、
ガラスが撓みやすくなり、ガラスを支持する桟の数が増える結果、ベルト面の影が増え、
重合用溶液に向けて均一かつ充分な光量で光を照射することができなくなり、本発明の効
果が充分に発揮されなくなるおそれがある。２０ｍｍを超えると、ガラスの自重が大きい
ため、幅広で頑丈な桟が必要となり、ベルト面の影が増えるおそれがある。また、透過率
が低下するおそれがある。ベルト面に影が多量生じた場合、得られる重合体（ゲル）に品
質ムラができ好ましくない。本願は、この点に着目して発明を完成させたものでもある。
上記防護用ガラスの厚みの下限は、３．５ｍｍであることがより好ましい。更に好ましく
は、４ｍｍである。上限は、１９ｍｍであることがより好ましい。
例えば、上記防護用ガラスは、厚みが４～１９ｍｍであることが特に好ましい。
【００４１】
上記防護用ガラスは、重合用溶液から発生する揮発性物質から紫外線発生器を防護するこ
とができるガラスであればよいが、強化ガラスによって構成されるものであることが好ま
しい。なお、本明細書中においては、「強化ガラスによって構成される」とは、本発明の
効果を奏することになるように当該強化ガラスによって構成されることが好適であること
を意味する。上記強化ガラスの具体例としては、例えばタフライト（強化ガラス、商品名
、日本板硝子社製）等が挙げられ、その厚みは、例えば、３ｍｍのもの、４ｍｍのもの、
１９ｍｍのもの等が挙げられる。
【００４２】
本発明はまた、本発明の紫外線照射装置を備えたベルト重合機でもある。
本発明のベルト重合機は、通常のベルト重合機のベルト基材上に本発明の紫外線照射装置
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を取り付けたもので、連続的に水溶性重合体含水ゲルを得ることができ、当該含水ゲルを
乾燥工程等に供することにより、水溶性重合体を効率よく製造することができる。
【００４３】
上記重合を行うベルト基材とは、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射して重合を行
うためのベルト基材であればよい。
上記ベルト基材の具体例としては、樹脂製、スチール製、鉄製等が好適である。
より好ましくは、樹脂製、スチール製であり、更に好ましくは、スチール製である。上記
スチール製ベルト基材の材質としては、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６、Ｓ
ＵＳ３１６Ｌ等のＳＵＳ製や炭素鋼（ＣＳ）等、公知のものが使用できる。これらの中で
も、ＳＵＳ製の伝熱性基材が好ましい。より好ましくは、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３０４、
ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌであり、更に好ましくは、ＳＵＳ３０１、ＳＵＳ３０４で
ある。上記ベルト基材は、ベルト基材上に離型材を有する形態であってもよい。
上記ベルト進行方向側の幅（重合長）としては、１ｍ以上が好ましく、また、３０ｍ以下
が好ましい。上限は、より好ましくは２５ｍであり、更に好ましくは２０ｍである。下限
は、より好ましくは２ｍであり、更に好ましくは３ｍである。
【００４４】
本発明は、本発明のベルト重合機を用いて、重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し
、連続的に重合を行う工程を含む水溶性重合体の製造方法でもある。
本発明の水溶性重合体の製造方法における紫外線照射装置、ベルト重合機の好ましい形態
は、上述した本発明の紫外線照射装置、ベルト重合機の好ましい形態と同様である。
【００４５】
上記重合性単量体を含む重合用溶液に光を照射し、連続的に重合を行う工程（重合工程）
は、通常は、本発明のベルト重合機を用いて水溶液重合するものである。このような方法
により、重合体含水ゲルを連続的に製造することができる。
上記水溶液重合においては、窒素ガス等の不活性ガスをバブリングする等の方法により、
重合用溶液中に溶解している溶存酸素を予め除去した状態で重合を行うことが好ましい。
【００４６】
本発明の水溶性重合体の製造方法は、例えば単量体成分を含む溶液（以下、モノマー液と
もいう）の入ったモノマー槽からモノマー液を抜き出し、触媒槽より触媒水溶液を抜き出
し、モノマー液と触媒水溶液とが混合器で混合され、重合用溶液としてベルト重合機に供
給される形態が好ましい。
【００４７】
本発明の製造方法においては、ベルト重合機を用いて含水ゲルを該含水ゲルと接するベル
ト面から連続的に剥がし続けることになる。引き剥がすための形態は、（可動式）スクレ
ーパー等を適宜用いることができる。
上記含水ゲルと接するベルト面とは、重合室の底面をいい、ベルト基材の上面を意味する
。
上記水溶液重合において、単量体成分を含む水溶液の層厚は、５～５０ｍｍが好ましい。
５ｍｍ未満であったり、５０ｍｍを超えると、得られる重合体に単量体成分が残存すると
ともに重合体の分子量が充分には高くならないおそれがある。
【００４８】
本発明における単量体成分は、例えば、アクリル酸；アクリル酸を１価金属、２価金属、
アンモニア、有機アミン等で中和してなるアクリル酸塩；不飽和モノカルボン酸系単量体
；不飽和ジカルボン酸系単量体；不飽和スルホン酸系単量体；不飽和ホスホン酸系単量体
；（メタ）アクリルアミド系単量体；カチオン性単量体；ニトリル系単量体等が挙げられ
る。好ましい単量体としては、不揮発性単量体である。上記単量体は、それぞれ単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。
上記重合用溶液中の単量体成分の重合開始時の濃度は、重合に使用する全単量体成分を含
む反応液を１００質量％として、２０～６０質量％であることが好ましい。２０質量％未
満であると、単量体成分の濃度が小さ過ぎて重合が充分進まないおそれがあり、６０質量
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％を超えると、重合反応が暴走するおそれがある。
【００４９】
上記光重合は、一次ピーク温度が９０℃以下になるように制御して行われるものであるこ
とが好ましい。９０℃を超えると、重合反応が過度に進行することとなり、得られる水溶
性重合体の分子量が充分に高くならないおそれがあり、また重合体中に残存する単量体を
充分に低減できないおそれがある。下限としては、３０℃が好ましい。
本発明において、ピーク温度とは、重合開始後に反応液の温度が上昇した後に降下又は同
温度を保持するときに形成されるピーク温度（極大値）であり、一次ピーク温度とは、該
ピークが一つできる場合にはそのピーク温度を意味し、該ピーク温度が複数できる場合に
は、最初のピーク温度を意味する。
【００５０】
上記一次ピーク温度の制御は、伝熱性基材の下面を水と接触させることによって行うこと
が好ましい。これにより重合用溶液を充分に冷却することができる。
上記一次ピーク温度の制御は、光強度をコントロールすることによっても可能である。例
えば光強度が１０Ｗ／ｍ２を超えると、光量が高過ぎて一次ピーク温度が９０℃を超え、
充分に高い分子量の重合体を得ることができず、また、不溶解分が多く発生するおそれが
ある。下限値としては、１Ｗ／ｍ２であることが好ましい。１Ｗ／ｍ２未満であると、重
合反応を充分に促進できないおそれがある。
【００５１】
上記１０Ｗ／ｍ２以下の近紫外線は、照射時間が３分以上、１００分未満であることが好
ましい。３分未満であると、一次重合があまり進行せず、結果として高分子量の重合体が
得られないおそれがある。１００分以上であると、生産性が低くなるおそれがある。
【００５２】
上記光重合は、１０Ｗ／ｍ２以下の近紫外線を照射して重合する工程と、次いで、１０Ｗ
／ｍ２を超える近紫外線を照射することにより重合を完結する工程とを含むことが好まし
い。このように異なる強度の近紫外線を２段階に分けて照射することにより、単量体の重
合が促進され、本発明の効果をより充分に発揮できる。
【００５３】
第２段で照射する１０Ｗ／ｍ２を超える近紫外線が、１０Ｗ／ｍ２以下である場合、光量
が低過ぎて残存する単量体を充分に減少させることができないおそれがある。上限値とし
ては、１００Ｗ／ｍ２以下であることが好ましい。１００Ｗ／ｍ２を超えると、照射強度
が強過ぎて、製品が着色したり、充分に高い分子量の重合体が得られないおそれがある。
上記２段階目の近紫外線の照射時間としては、例えば１～３０分であることが好ましい。
上記光強度を異なるものとする形態は、本発明の紫外線照射装置において上述した方法を
用いて照射強度を適宜増減させることにより達成することができる。
【００５４】
上記重合用溶液を用いて行われる重合工程においては、光重合開始剤を用いて重合させる
ことが好ましい。光重合開始剤を用いて重合させることで、重合体を高粘度のものとする
ことができ、また、残存する単量体の量を低減することができる。
上記光重合開始剤としては、その作用効果を発揮するものであればよいが、例えばアゾ系
開始剤が好ましい。アゾ系開始剤としては、２，２′－アゾビス－２－アミジノプロパン
２塩酸塩等のアゾ系水溶性開始剤がより好ましい。
【００５５】
本発明においては、熱重合開始剤を光重合開始剤と併用することも可能である。熱重合開
始剤を併用することにより、残存する単量体の量を低減することができる。
上記熱重合開始剤としては、水性媒体に可溶なものであればよいが、例えば、過酸化水素
、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩、アゾ系化合物、有機過酸化物等が好適である。
【００５６】
上記重合工程では、必要に応じて連鎖移動剤を用いてもよい。連鎖移動剤としては、例え
ば、含硫黄化合物、亜燐酸系化合物、次亜燐酸系化合物、アルコール類等が挙げられる。
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上述した光重合開始剤、熱重合開始剤、連鎖移動剤は、必要に応じて、それぞれ単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。
なお、上記重合用溶液は、単量体を含む溶液である。上記重合溶媒としては、水が好適に
用いられる。また、水以外にも親水性有機溶媒等を適宜水と併用してもよい。親水性有機
溶媒としては、アルコール類、ケトン類、低級エーテル類等が好適である。
また、重合を開始する温度は、５０℃以下であることが好ましい。
【００５７】
本発明の水溶性重合体の製造方法において、水溶性重合体の残存単量体濃度は、１．５質
量％以下であることが好ましい。１．５質量％を超えると、品質が低いものとなり、本発
明の作用効果を充分に発揮できないおそれがある。より好ましくは、１質量％以下である
。
上記残存単量体濃度（残存モノマー濃度）は、例えば重合体がポリアクリル酸ナトリウム
である場合、「食品添加物公定書」、第７版、ｐ．４３６－４３７、又は、「飼料添加物
の成分規格等収載書」、第１０版、ｐ．２３９－２４０に記載の純度試験の項に記載の以
下の方法で測定されるものである。
【００５８】
残留単量体の測定方法
〔臭素付加法〕
本品（重合体）約１ｇを精密に量り、３００ｍｌのヨウ素瓶に入れ、水１００ｍｌを加え
、時々振り混ぜながら約２４時間放置して溶かす。この液に臭素酸カリウム・臭化カリウ
ム試液１０ｍｌを正確に量って加え、更によく振り混ぜ、塩酸１０ｍｌを手早く加え、直
ちに密栓して再びよく振り混ぜた後、ヨウ素瓶の上部にヨウ化カリウム試液約２０ｍｌを
入れ、暗所で２０分間放置する。次に栓を緩めてヨウ化カリウム試液を流し込み、直ちに
密栓をしてよく振り混ぜた後、０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する（指
示薬デンプン試液２ｍＬ）。別に同様の方法で空試験を行い、次式により含量を求める。
【００５９】
【数１】

【００６０】
ただし、ａ：空試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム溶液の消費量（ｍｌ）
ｂ：本試験における０．１ｍｏｌ／１チオ硫酸ナトリウム溶液の消費量（ｍｌ）
【００６１】
上記不溶解分は、２質量％以下であることが好ましい。水溶性重合体において、不溶解分
が２質量％を超えると、品質が低いものとなり、本発明の作用効果を充分に発揮できない
おそれがある。
上記不溶解分は、イオン交換水４９９ｇに水溶性重合体１．０ｇを添加し、５０分間攪拌
した後に２５℃とし、５００μｍの網目のふるいを用いて濾過することにより、含水状態
の不溶物を取り出し、下記計算式；
不溶解分（質量％）＝｛不溶物の質量（ｇ）／５００（ｇ）｝×１００
に基づいて算出される値である。なお、本明細書中、不溶解分は、水溶液中のアクリル酸
（塩）系水溶性重合体を上記フィルタで濾過後、１分以内に測定される値とする。なお、
濾過及び秤量は、２５℃、湿度６０％以上の条件で行う。
【００６２】
上述した重合工程により得られた水溶性重合体含水ゲルは、更に押出工程、乾燥工程及び
粉砕工程に供して、水溶性重合体（粉体）を製造することができる。このような工程を経
ることにより、種々の分野に好適に使用できる水溶性重合体を得ることができる。
【発明の効果】
【００６３】
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本発明の紫外線照射装置は、可動式ベルト基材を用いて品質が一定で残留単量体量が少な
く高品質な水溶性重合体を効率よく製造することができるものであり、医薬用、塗料用、
土木・建築用、その他一般工業用において、増粘剤、粘着剤、凝集剤、吸湿剤、乾燥剤等
として用いられる水溶性重合体を好適に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
以下に実施例を掲げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限
定されるものではない。なお、特に断りのない限り、「部」は「重量部」を、「％」は「
質量％」を意味するものとする。
【００６５】
実施例１
図１に示した紫外線照射装置を備えた図２のベルト重合機を用いて重合を行った。
該重合機は、重合に先立って以下の条件に調整されている。
気相部酸素濃度が８ｖｏｌ％となるように、重合室内は重合室のガス入り口２－５より連
続的に窒素が導入されている。重合室内における一次重合ゾーンにおけるベルト基材中央
上部の近紫外線強度は３Ｗ／ｍ２となるように調光されている。また、二次重合ゾーンに
おけるベルト基材中央上部の近紫外線強度は、１３Ｗ／ｍ２となるように調光されている
。
ベルトスピードは３６．５ｃｍ／ｍｉｎとなるように調整されている。該条件下、アクリ
ル酸ナトリウム３６％、グリセリン２．５％（対アクリル酸ナトリウム）、光重合開始剤
としての２，２´－アゾビス－２－アミジノプロパン塩酸塩０．０３ｇ／モル（対アクリ
ル酸ナトリウム）を含むｐＨ１０．０で溶存酸素が５ｐｐｍの重合液を図２の２－８で示
した重合用溶液の供給口より、５００ｋｇ／Ｈｒの割合で供給した。約２５分経過後、ベ
ルト基材の終端部より厚みが約１５ｍｍの含水ゲルが連続的に製造された。両端に存在す
る端ゲル（エッジロープより中央部に向けて１０ｃｍまでのゲル）を一つにまとめ以下の
手順に従って乾燥粉末を得た。また、端ゲルとは別に中央部に存在するゲルを端ゲルと同
様に処理して乾燥粉末を得た。
【００６６】
図１は、製品幅１３３０ｍｍ（ベルト基材の両端に設けられた高さ３０ｍｍのエッジロー
プ間の距離）、重合長９５００ｍｍの紫外線照射装置である。なお、図１中で点線により
示されているエッジロープ１－１７は紫外線照射装置に含まれるものではなく、ベルト重
合機におけるベルト基材に付随しているものであり、製品幅の参照として記載しているも
のである。図２は、製品幅１３３０ｍｍ（ベルト基材幅１５５０ｍｍ）、重合長９５００
ｍｍの紫外線照射装置を備えたベルト重合機である。蛍光灯型紫外線発生器２－１は、ブ
ラックライト蛍光ランプであり、蛍光灯型紫外線発生器の長軸方向（長軸方向の長さ１２
３０ｍｍ）がベルト基材の進行方向に対して横断する向きに設置されている。蛍光灯型紫
外線発生器２－１は、合計６９本用いた。
一次重合ゾーン横置（低密度部）は、３８本であり、２００ｍｍ間隔で設置されている。
二次重合ゾーン横置（高密度部）は、３１本であり、６３ｍｍ間隔で設置されている。
紫外線発生器（ＵＶ蛍光ランプ）の仕様は、メロウライン（品名、管長１．２ｍ、定格ラ
ンプ電力４５Ｗのブラックライト、型名「ＦＨＦ３２ＢＬＢ」、東芝ライテック社製）で
ある。なお、上述の蛍光灯型紫外線発生器の本数については、一次重合ゾーンと二次重合
ゾーンとの境界に位置する蛍光灯型紫外線発生器は二次重合ゾーンに設置されたものに含
めて記載している。また、図２に示されるベルト重合機に備えられる場合には、蛍光灯型
紫外線発生器の長さが１２３０ｍｍであり、重合性溶液をせきとめるためのエッジロープ
２－１７の間隔が１３３０ｍｍであるため、蛍光灯型紫外線発生器とエッジロープとの間
にそれぞれ５０ｍｍの間隔が生じている。
強化ガラスの仕様は、タフライト（厚み４ｍｍの強化ガラス、日本板硝子社製）である。
なお、図中の両端矢印に付された数値は長さ（ｍｍ）を表す。
紫外線照射装置の天井板、側板の仕様は、ＳＵＳ３０４板である。
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また、表１中のＵＶ透過率は、防護ガラスの運転開始前におけるベルト基材面上の近紫外
線強度が３Ｗ／ｍ２となるように調光した場合の紫外線透過率である。紫外線発生器の光
照射強度（近紫外線強度）は、ベルト基材直上において測定される光照射強度であり、光
照射強度は、下記の光量計で測定した。
装置：ＵＶメーター
メーカー：株式会社カスタム
型式：本体　ＵＶＡ－３６５
センサー：ＵＶセンサー（スペクトラ応答性 ３００ｎｍ～４００ｎｍ〔３５５ｎｍ中心
ポイント〕）
このような運転条件でトータル３０日間稼働した。その間、運転開始後１５日目に防護用
ガラス全てを洗浄し、再稼働し１５日間運転しトータル３０日間稼働した。物性測定用の
ゲルは運動開始後３０日後の防護用ガラス洗浄直前にサンプリングしたものである。
【００６７】
＜ゲルの処理方法（乾燥粉末の取得方法）＞
上記３０日稼働後であり防護ガラス洗浄直前にベルト基材終端部より排出される中央部ゲ
ルをミートチョッパー（平賀工作所製、Ｎｏ．３２Ｅ型、ダイス径４．５ｍｍΦ）で押出
す。
該押出しゲルを２００℃で４０分間乾燥する。風向はＵＰフローでありその線速は１．５
ｍ／Ｓである。このようにして乾燥された乾物を卓上粉砕機で粉砕した後、２０メッシュ
パスとなるように分級して乾燥粉末を得た。
上記乾燥粉末の、溶液粘度、残存単量体、不溶解分を測定し、結果を下記表１に示した。
【００６８】
（溶液粘度の測定方法）
容量５００ｍｌのビーカーにメタノール２０ｍｌを入れた後、水溶性ポリ（メタ）アクリ
ル酸塩を純分として１ｇ添加する。マグネチックスターラーで攪拌しながら、イオン交換
水５００ｍｌを添加した後、ジャーテスターを使用し１００ｒｐｍで５０分間攪拌溶解さ
せた後、３０℃に温度調整してＢ型粘度計（株式会社トキメック社製）を用いて３０ｒｐ
ｍの回転数で測定した。
【００６９】
下記表１に示したように、中央部のゲルに関しては、粘度は６７０ｍＰａ・ｓであり、残
留単量体量は０．１％であり、不溶解分は０．２％であった。一方、端ゲルの粘度は５８
０ｍＰａ・ｓであり、残留単量体は０．８％、不溶解分は０．９％であった。
【００７０】
実施例２～７
下記表１に示した条件を変えた以外は実施例１と同様に重合した。結果を下記表１に示し
た。なお、実施例２においては防護用強化ガラスの厚みは１９ｍｍとした。また、実施例
３における防護用強化ガラスの厚みは３ｍｍとした。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
※１：実施例４における中紫外線ランプの仕様は、Ｐｈｉｌｌｉｐｓ（フィリップス）社
製、型式：ＴＬ４０Ｗ／１２であった。
※２：実施例７における遠紫外線ランプの仕様は、殺菌ランプ　ＧＬ３０形（東芝ライテ
ック社製）であった。
【００７３】
比較例１、２
下記表２に示した条件を変えた以外は実施例１と同様にした。また、評価結果を下記表２
に示した。
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比較例１については、物性の評価に用いた乾燥粉末は、運転開始３０日後で、ガラスを洗
浄していないベルト重合機を用いて得られたものであった。比較例１に関しては、中央部
で得られたゲルと、端ゲルとの両方について評価を行った。端ゲルの粘度は４８０ｍＰａ
・ｓであり、残留単量体量は３．２％であり、不溶解分は３．４％であった。また、中央
部のゲルに関しては、粘度は５５０ｍＰａ・ｓであり、残留単量体量は２．０％であり、
不溶解分は２．３％であった。
比較例２については、物性の評価に用いた乾燥粉末は、運転開始３０日後のベルト重合機
を用いて得られたものであった。
【００７４】
【表２】

【００７５】
実施例と比較例とを対比すると、例えば実施例１は、比較例１と対比して、ベルト基材端
部、中央部のいずれにおいても残留単量体量、不溶解分がより少ない高品質な水溶性重合
体が得られている。また、実施例１においても、ベルト基材端部と中央部とを比較した品
質差において、残留単量体量、不溶解分において僅かながら差異が生じているものの、比
較例１と対比すると、より小さなものとなっており、品質ムラが小さい点でも高品質な水
溶性重合体が得られている。これによって、端部から取れた製品も廃棄等せずに製品化す
ることができる。
【００７６】
この結果について考察すれば、下記のようになる。
実施例１の紫外線照射装置は、分割されたガラスを装着・脱着することができる構成を有
することから、紫外線照射装置を工業的な工程において運転する際に防護用ガラスを効率
よく洗浄することができる。そのため、連続的に、繰り返し運転する間に防護用ガラスを
洗浄することによって、防護用ガラスの汚染により光強度が弱くなり、水溶性重合体の製
品品質に影響を与えるということを充分に防止し、均一かつ充分な光強度を得ることがで
きる。例えば、比較例１では、光重合開始当初は防護用ガラスの汚れ付着もなく、ＵＶ透
過率は表２にあるように８０％であったが、連続稼働させるに従ってガラス表面に汚れが
付着し、ＵＶ透過率がしだいに低下していく。つまり、防護ガラスの洗浄が不可能な場合
、汚れ等でＵＶ透過率が低くなり、その場所のゲルの残存単量体が増加することとなる。
また、洗浄が行われない場合には、光重合により発生する防護用ガラスの面内での汚れの
分布が大きくなるため、洗浄を行わない場合には、製造されるゲルの均一性も低下するこ
ととなる。例えば、実施例１では、中央部と端部との残留単量体の量の差異が０．７％で
あったのに対し、比較例１では、その差異が１．２％に増加している。また、防護ガラス
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の経時的な汚れに対して、光量を増加して対応を試みる場合には、中央部等で光量過多と
なる場所が出始め、不溶解分が増加する場所も発現した。よって比較例１のような防護用
ガラスを装着・脱着できない形態では、トータルとしてガラスの洗浄効果がない場合の光
ベルト重合における問題点を示すこととなる。
また、実施例１の紫外線照射装置は、天井板、側板を有するものであり、当該天井板及び
側板の内面が紫外線を反射する材料で構成されている。そのため、紫外線発生器から当該
内面に照射される光が乱反射されて重合用溶液側に照射されることになり、重合用溶液に
対して照射される光強度をより均一かつ充分なものとすることができる。
これに対して比較例１は、分割されたガラスを装着・脱着することができる構成を有する
ものではなく、また天井板、側板を有するものでもない。
これらのことから、紫外線照射装置を工業的に連続的に、繰り返し運転する場合、本発明
の実施の形態においては、光強度をより均一かつ充分なものとすることができ、それによ
ってベルト基材端部、中央部のいずれにおいても高品質な水溶性重合体を得ることができ
るといえる。従来技術においては、分割されたガラスを装着・脱着することができる構成
、反射する材料で構成された天井板、側板を有するといった構成を取ることによって、こ
のような効果を予測できるものではなく、この点で本発明は従来技術に対して工業的に有
用な技術的貢献を示すものである。
【００７７】
また、実施例１は、紫外線発生器の腐食が無いが、比較例１は、天井板、側板を有しない
ために腐食が有る。
更に、実施例１と防護用ガラスが無い比較例２とを比較すると、実施例１は上述したとお
り紫外線発生器の腐食が無いが、比較例２は腐食が有る。すなわち、比較例２のように防
護用ガラスがない状態では、重合室からの揮発性物質が直接ブラックライト（紫外線発生
器）の電気回路等に影響を及ぼす形態となる。このような場合、連続稼働することによっ
て、ブラックライトの電気回路周辺部に錆が発生し始め、３０日間の運転日数の途中で一
部のブラックライトが錆等の腐食のために電気が通じなくなる。そして、運転期間の途中
で作動しなくなったブラックライトが多くなると、不足した光量を、個々の蛍光灯型紫外
線発生器の光量アップ（電圧アップ）等で対応することもできなくなり、光量が不足し始
め、不充分な重合の状態のゲルしか製造できなくなる。
このように、本発明の実施形態においては、紫外線発生器が揮発性物質に接触して漏電や
腐食が生じることを防ぐうえで有用な構成を有するものである。
【００７８】
上述した実施例及び比較例では、紫外線発生器として調光可能な上記「メロウライン」を
、重合性単量体としてアクリル酸（塩）型単量体を用いている。ここで、紫外線照射装置
が、本発明の紫外線照射装置として上述したように特定される形態である限り、本発明の
効果を生じさせる作用機構は同様である。したがって、本発明における上記特定の形態の
紫外線照射装置とすれば、本発明の有利な効果を発現することは確実であるといえる。少
なくとも、本発明の紫外線照射装置における紫外線発生器が、蛍光灯型紫外線発生器又は
ＨＩＤである場合においては、上述した実施例及び比較例で充分に本発明の有利な効果が
立証され、本発明の技術的意義が裏付けられている。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１は、本発明の紫外線照射装置の一形態を示す図である。図１の上図は、天井
板の内面に設置された蛍光灯型紫外線発生器の配置図である。図１の下図は、紫外線照射
装置の側方から見た断面図を表す。
【図２】図２は、図１の紫外線照射装置を備えた本発明のベルト重合機の一形態を示す図
である。図２の上図は、天井板の内面に設置された蛍光灯型紫外線発生器の配置図である
。図２の下図は、ベルト重合機の側方から見た断面図を表す。
【図３】図３は、本発明のベルト重合機における防護用ガラスの一形態を示す上面図及び
紫外線照射装置の側面の一形態を示す図である。
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【図４】図４は、蛍光灯型紫外線発生器の長軸どうしの間隔（Ｂ）を示す図である。間隔
（Ａ）は、当該長軸どうしの間隔には該当しないものである。
【符号の説明】
【００８０】
１－１、２－１、４－１：蛍光灯型紫外線発生器
１－２、２－２、３－２：防護用ガラス 
１－３、２－３：紫外線発生器設置室のガス入口
１－４、２－４：紫外線発生器設置室のガス出口
１－５、２－５：重合室のガス入口
１－６、２－６：重合室のガス出口
１－７、２－７：カーテン
１－８、２－８：重合用溶液の供給口
１－９：紫外線照射装置
１－１０、２－１０、３－１０：桟
１－１１、２－１１：天井板
１－１２、２－１２：側板
１－１７、２－１７：エッジロープ
２－１３：重合用溶液（またはゲル）
２－１４：ベルト重合機
２－１５：ベルト基材の進行方向
２－１６：ベルト基材
３－１７：トレイ
３－１８：トレイ取り出し口
３－１９：のぞき窓

【図１】 【図２】
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【図４】
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